
株式会社　全管協SSIホールディングス

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

(資　産　の　部) (負　債　の　部)

流動資産 808 流動負債 36

現金及び預貯金 764 短期借入金 ―

未収収益 34 未払法人税等 21

未収還付法人税等 ― 未払金 3

前払費用 4 未払消費税 6

繰延税金資産 3 未払費用 3

その他 0 預り金 0

賞与引当金 1

固定資産 978 固定負債 62

有形固定資産 6 退職給付引当金 20

土地 ― 役員退職慰労引当金 41

建物 2 99

リース資産 ―

建設仮勘定 ― (純資産の部)

その他の有形固定資産 3 資本金 1,000

無形固定資産 3 資本剰余金 228

ソフトウェア 3 資本準備金 13

ソフトウェア仮勘定 ― その他資本剰余金 215

リース資産 ― 利益剰余金 458

その他の無形固定資産 ― 利益準備金 61             

投資その他の資産 968 その他利益剰余金 396

関係会社株式 935 繰越利益剰余金 396

敷金 13 自己株式 ―

長期前払費用 0 1,687

繰延税金資産 19 1,687

1,786 1,786

平成２７年度　決算公告

純資産の部　合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

負債の部　合計

株主資本　合計

平成２７年度(平成２８年３月３１日現在)　貸借対照表
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　　　平成27年4月1日から
平成27年度 　　　　　　　損益計算書

　　　平成28年3月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)　(単位:百万円)

金　　額

営業収益 602

受取利息配当金 183

運営管理収入 319

業務受託収入 100

営業費用 290

販売費及び一般管理費 290

営業利益 311

営業外収益 45

営業外費用 4

経常利益 352

特別利益 ―

特別損失 ―

税引前当期純利益 352

法人税、住民税及び事業税 61

法人税等調整額 △ 3

法人税等合計 58

当期純利益 293

科　　　　　目
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（１）有形固定資産の減価償却は、定率法によっております。

（２）無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

（８）

（９）金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しております。

（１）有形固定資産の減価償却累計額 13 百万円

（２）関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 35 百万円

短期金銭債務 1 百万円

繰延税金資産の発生の主な原因は、役員退職慰労引当金12百万円、退職給付引当金6百万円であります。

　 （単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）　価格交渉の上、合理的な条件で業務委託契約を決定しています。

５．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 84,351円56銭

１株当たり当期純利益 14,691円39銭

該当事項ありません。

２．貸借対照表に関する注記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上するほか、個々の
債権の回収可能性を勘案して計上しています。その結果、当期末残高はありませんでした。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

役員退職慰労引当金は、役員の退職給付に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しており
ます。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、契約金額が
300万円未満のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．税効果会計に関する注記

なお、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28
年法律第13号）が平成28年3月29日に成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度からの法人税率等の引下げ等が
行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.06％から、平成28年４月１日に
開始する事業年度及び平成29年４月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成30年
４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62％となります。この税率変更による損益
への影響は軽微であります。

４．関連当事者等との取引に関する注記

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有割合

関連当事者との
関係

取引の内容

子会社
㈱全管協
共済会

所有
直接

１００％

出向者の受入及
び経営管理指
導、業務受託

運営管理
（注１）

受入出向料
（注２）

業務受託
（注１）

91 出向料 0

取引金額 科目 期末残高

159 未収収益 13

50 未収収益 4

（注２）　出向契約書に基づき、適切な金額を算定しています。

６．重要な後発事象等に関する注記

未収収益 13

業務受託
（注１）

50 未収収益 4

子会社

エタニ
ティ少額
短期保険

㈱

所有
直接

１００％

経営管理指導及
び業務受託

運営管理
（注１）

159
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